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（ 社 福 ） 愛 知 県 社 会 福 祉 協 議 会  

     福 祉 人 材 無 料 職 業 紹 介 所  

 

本所は、公共に奉仕する 目的のも と に、福祉人材を対象と し て一切無料で

次の要領によ り 、 職業紹介事業を 行う も のであり ます。  

 

第１  求人  

１  本所は、次の２ に掲げる機関が第２ 求職の２ に掲げる職業の求人の申込

みについて受理し ます。  

ただし 、 その申込みの内容が法令に違反し たり 、 雇用条件が不適当で

ある 場合には受理し ません。  

２  本所で福祉人材を 対象と し ての取扱いができ る機関等は、次のと おり で

す。  

（ １ ）  社会福祉法第２ 条に規定する社会福祉事業を 実施する事業所（ 事業

実施者が社会福祉法人の場合は、 同法人が行う 公益事業も 含む。）  

（ ２ ）  介護保険法に規定する 介護保険事業所  

（ ３ ）  障害者総合支援法に規定する 事業を行う 事業所  

（ ４ ）  その他、 高齢者や障害者、 児童等に関する 法律に基づく 施設、 事業

所等  

（ ５ ）  地方自治体の条例又は補助に基づく 福祉関係事業を行う 事業所  

（ ６ ）  社会福祉法に規定する 福祉事務所、 児童福祉法に規定する 児童相談

所、 身体障害者福祉法に規定する 更生相談所、 知的障害者福祉法に

規定する 知的障害者更生相談所及び精神保健福祉法に規定する 精神

保健福祉セン タ ー  

（ ７ ）  社会福祉分野の国家資格を 持つ専門職（ 社会福祉士、 介護福祉士、

精神保健福祉士、 保育士等） の場合は、 上記以外の社会福祉を 目的

と する事業を 行う 事業所  

３  求人申込みは、求人者又はその代理人が次のいずれかの方法によ り お申

込みく ださ い。  

（ １ ）  所定の求人票によ る来所又は郵送での申し 込み  

（ ２ ）  イ ンタ ーネッ ト 「 福祉のお仕事」 ホームページから のイ ン タ ーネッ

ト による 申し 込み  

４  求人申込みの際には、賃金、労働時間その他の雇用条件を明記し てく だ

さ い。  

 

第２  求職  

１  本所は本県内に就労を 希望する 求職者で次の２ に掲げる 職業で第１ 求

人の２ に掲げる機関等の求職申込みについて受理し ます。  

  ただし 、 その申込みの内容が法令に違反する 場合には受理し ません。  

２  本所で福祉人材を 対象と し ての取扱ができ る 職業は、第１ 求人の２ に掲

げる 事業の職種です。  

３  求職申込みは、必ず本人が来所さ れて、所定の求職票によ り お申込みく

ださ い。  

４  特別な資格を 必要と する 職業に求職する者は、免許証又は免許証の写し

を提示し てく ださ い。  

 

第３  紹介  

１  求職の方には、そのご希望と 能力に応ずる職業に速やかに就く こ と がで

き る よ う 極力お世話いたし ます。  

２  求人の方には、 ご希望に適合する 求職者を 極力お世話いたし ます。  

３  求職の方を求人者に紹介する と き は、紹介状を発行し ますから 、その紹

介状を持参し て求人者のと こ ろ へ行っ ていただき ます。  

４  いっ たん求人・ 求職の申込みを受けた以上、責任をも っ て紹介いたし ま

す。  

５  本所は、労働争議に対する中立の立場をと る ため、同盟罷業又は作業場

閉鎖の行われている求人者には、 一時紹介を中止いたし ます。  

 

第４  その他  

１  雇用関係が成立し まし たら 、求人者、求職者の双方から 本所にその結果

を報告し てく ださ い。  

  また、雇用関係が終了し たと き 及び紹介し たにも かかわら ず、雇用関係

が成立し なかっ たと き にも 同様報告し てく ださ い。  

２  本所は、求職者又は求人者から 知り 得た個人的な情報はすべて秘密と し

てこ れを 他にも ら し ません。（ 個人情報適正管理規程に基づく ）  

３  本所は、 求職者又は求人者に対し 、 その申込みの受理、 面接、 指導、 紹

介等の業務について、 人種、 国籍、 信条、 性別、 社会的身分、 門地、 従

前の職業、 労働組合の組合員である こ と 等を 理由と し て、 差別的な取り

扱いは一切いたし ません。  

４  こ の規定に定める も のの他、本所の業務は、職業安定法関係法令及び関

係通達に基づいて運営いたし ます。  

 

 

 

 

以上  


